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◆基準平均原料価格：61,070円/トン

◆平均原料価格：全国貿易統計値

の3ヶ月平均

<新しい供給約款の実施に伴う

切り替え移行期間>

◆基準平均原料価格：69,390円/トン

◆平均原料価格：鹿児島港貿易

統計値の9ヶ月平均

◆基準平均原料価格：

66,140円/トン

◆平均原料価格：全国貿易

統計値の平均

◆基準平均原料価格：

69,390円/トン

◆平均原料価格：鹿児島港

貿易統計値の平均

お客様各位 

日本ガス株式会社 

ガス料金の原料費調整指標変更についてのお知らせ 

＊＊＊平成２４年５月検針分から実施＊＊＊ 

 

日頃より日本ガスをご利用いただき、誠にありがとうございます。 

今回、ガス料金に関する原料費調整制度の見直しがなされ、関連する経済産業省令が改正され

たことを受け、弊社は新たな原料費調整指標の導入と原価の見直しに伴うガス料金の改定を行う

こととなりましたのでお知らせいたします。 

弊社は今後もお客様から頂く貴重なご意見に対し真摯に耳を傾け、経営効率化の達成と安定供

給・保安の確保・お客様サービスの向上につとめ、公益事業者としての使命遂行に全力を注いで

まいります。何卒ご理解を賜り一層のお引き立ての程よろしくお願い申し上げます。 

 

１．原料費調整制度の概要について 

都市ガスの原料であるＬＮＧ（液化天然ガス）及びＬＰＧ（液化石油ガス）の原料価格の変

動に応じて適切にガス料金へ反映させる制度であります。 

 

２．ＬＮＧに用いる原料費調整指標の変更 

弊社は今回の見直しにより、主原料であるＬＮＧ基準平均原料価格の指標に用いる貿易統計

値をこれまでの全国貿易統計値（全国平均）から実際に弊社が輸入する鹿児島港貿易統計値（弊

社の購入実績値）へ変更致します。 

 

３．基準平均原料価格及び平均原料価格への特定期間の採用について 

基準平均原料価格及び平均原料価格はこれまで３ヶ月間の平均値を用いて計算しておりま

したが、鹿児島港貿易統計値（弊社の購入実績値）に変更するのに伴い、よりガス料金の平準

化が図られる９ヶ月間の平均値を用いて計算いたします。 

 

４．新たな原料費調整指標への移行について 

ＬＮＧの原料費調整指標を全国貿易統計値（全国平均）から実際に弊社が輸入する鹿児島港

貿易統計値（弊社の購入実績値）へ移行していく際のイメージを下記に図示いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

５．新しい調整単位料金の計算方法（切り替え移行期間中の計算方法は異なります。） 

  （１）基準平均原料価格  ６９，３９０円/トン 
 

（２）平均原料価格（鹿児島港購入実績値の９ヶ月間平均値）を算定します。 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（円／トン）×０．９３５２ 

＋ＬＰＧ平均価格（円／トン）×０．０７０２ 

（１０円未満の端数は四捨五入） 

※平均原料価格が 111,020 円/トンを超えた場合は、 

平均原料価格の上限値を 111,020 円/トンといたします。 
 

（３）平均原料価格の変動額を算定します。（原料価格変動額） 

       イ  平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき 

                原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

     ロ  平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき 

                原料価格変動額＝基準平均原料価格－平均原料価格 

  （１００円未満の端数は切り捨て） 

※平均原料価格が 111,020 円/トンを超えた場合は、上記の上限値を使用いたします。 

 

（４）調整単位料金を算定します。 

イ  平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき 

          調整単位料金（１立方メートル当たり）  

          ＝基準単位料金＋０．０８５円×原料価格変動額／１００円×（１＋消費税率） 

        ロ  平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき  

          調整単位料金（１立方メートル当たり） 

＝基準単位料金－０．０８５円×原料価格変動額／１００円×（１＋消費税率） 

                                                  (小数点第５位以下の端数は切り捨て) 

 

６．ガス料金の改定について 

今回の新たな原料費調整指標の導入と原価の見直しに伴い、申請時点において０．１５％のガ

ス料金値下げ改定を行いました。 

尚、新しい供給約款に基づく平成２４年５月のガス料金単価は以下の通りとなります。 

 

新供給約款に基づく平成２４年５月のガス料金単価 

                                （消費税等相当額を含む） 

 新供給約款料金 

基本料金 
（円/月） 

従量料金 
（円/ｍ3） 

一般料金Ａ 
（0ｍ3から 25ｍ3 まで） 

719.2500 249.9052 

一般料金Ｂ 
（25ｍ3をこえ 150ｍ3 まで） 

2,237.5500 189.1942 

一般料金Ｃ 
（150ｍ3 をこえる場合） 

6,731.5500 159.2377 

参考）上記金額は移行措置の調整額を含みます。 

 

７．実施時期   平成２４年５月検針分より 

（お問い合わせ先）料金グループ  

099－250－5111 

 

以 上 


